指導のてびき
ネット上の偏見や差別をなくすためにできること　－「その動画、共有する？」を活用して－

◆目的
・インターネット上には人権侵害にあたる情報があることを理解する。
[bookmark: _Hlk191565580]・インターネット上の偏見や差別について、自分に関わりのあることとしてとらえ、自分は何ができるかを考える。
・インターネットの掲示板などにある差別的な書き込みや誤情報を見抜き、興味本位に拡散したり、間違った考えをそのまま信じたりしないようにする態度を養う。
・誤情報や人権侵害にあたる情報に対して、相談や削除等に向けた行動ができることを知る。
◆対象
・中学１～３年生
◆時間
・５０分
◆教材名
・「その動画、共有する？」
◆指導にあたって
・これまでの経験等から本教材について当事者性を感じる可能性がある生徒については、事前にねらいや学習内容を丁寧に当該生徒や保護者に伝え、理解を得るようにする。
・これまでSNS等を使用する中で悪口を書かれたりいじめに遭ったりした経験のある生徒がいることを想定して、生徒の表情等を丁寧に把握し、変わった様子があればその場で声をかけたり、授業後に気持ちを聞いたりするなど配慮して進める。

◆展開例
	活動
	指導のポイント
	留意点

	●動画の投稿について考えるという学習のめあてをつかむ。
（10分）
	（発問）今日は動画の投稿について考えてみたいと思います。みんなは動画の共有や投稿をしたことがありますか。それはどんな時に行いますか。
◆予想される生徒の反応
　　　・笑えるコンテンツなど面白い動画を見つけたとき。
　　　・SNS等で話題になっていることをみんなに知らせたいとき。
　　　・自分が感動したり、考えさせられたとき。
 ・したことがない。

（発問）友だちが共有した動画を見たとき、皆さんはどうしますか。
◆予想される生徒の反応
　　　・すぐに見て、面白かったらリアクションを返す。
　　　・内容を確認して、他の友だちにシェアする。
　　　・時間があるときに見て、感想を返す。
【今日のめあて】
動画の共有について教材を読んで、自分にできることを考えよう。



	・生徒が発言しやすい雰囲気をつくるようにする。
・動画の共有や投稿をしたことがない生徒も、投稿をするならどんなときかを想像して考えるよう促す。
・不安を抱いている子どもがいることを想定し、生徒の表情の変化など、様子を注意深くみる。



	●教材を読む。
（30分）
	（説明）これから教材「その動画、共有する？」を読みます。
[bookmark: _Hlk192072232]（発問）アオイの言葉にユウキが考えたことはどんなことでしょうか。自分の考えを理由とともに書き、発表しましょう。（ワークシート記入・発表）
◆予想される生徒の反応
　　　・自分が本当に悪いことをしたのかどうか疑問に思った。グループ内で動画を共有しただけで、悪意はなかったから。
    ・アオイの言葉を聞いて、友だちが動画を見てどう感じたかを考えた。友だちも自分と同じように面白いと思っていたのか、それとも不快に感じた人がいたのかを考えて迷っていた。
　　　・アオイの言葉を聞いて初めて動画の差別的な内容に気づいた。それまでは、ただ面白いと思って共有していただけで、差別的な内容が含まれていることに気づいていなかった。
　　　・前半は面白い動画だったけど、途中から自分も不快に思うところがあったのに、深く考えなかった。

[bookmark: _Hlk192072288]（発問）登場人物であるユウキ、アオイ、動画を見た友人はどうしたらよかったのでしょうか。（ワークシート記入・発表）
◆予想される生徒の反応
[bookmark: _Hlk192690857]ユウキの場合
・動画を共有する前に不快になった気持ちがどこにあるかを確認し、その内容が差別的かどうかをもっとよく考えるべきだった。
[bookmark: _Hlk192690990]・友人たちがどう感じるかをもっと考えたらよかった。自分が面白いと思っても、他の人が不快に感じるかもしれない。
[bookmark: _Hlk192690923]アオイの場合
・アオイはきつい言い方だとユウキが反発してしまうかもしれないので、冷静に説明できたらよかった。
・アオイはなぜその動画が問題なのか、具体的な理由を説明するべきだった。そうすれば、ユウキも納得しやすかったと思う。
・ネット上に動画は残ったままなので、投稿を削除した方がよいとアドバイスできたらよかった。
[bookmark: _Hlk192691044]動画を見た友人の場合
・友だちが共有した動画なので差別を指摘することが難しかったかもしれないが、よくないと感じたのであれば指摘できたらよかった。

[bookmark: _Hlk192691079]（発問）出てきた考えに対して質問や意見を出し合い交流しましょう。
◆予想される生徒の反応
[bookmark: _Hlk192691159] ・ユウキはどうしてその動画が差別的だと気づかなかったんだろう。もっと早く気づくためにはどうしたらよかったのだろう。
・実際に差別動画を見たことがある。どうすればよかったんだろう。
・自分がアオイだったら、大人に相談できたらよかったのかなと思う。
・グループ内で動画を消したとしても、もともとの動画が残っているけど、削除してもらえないのだろうか。
	・事例をもとに考えた、悪意がない、差別に気づかないといった正直な思いや感情も自由に表現できるようにする。そのためにも多様な意見や感情を尊重し、否定せずに受け入れる雰囲気をつくるようにする。
・ユウキの立場だけでなく、アオイの立場からも考えるように促す。



・さまざまな立場から考え自分がその立場に立った場合、どう行動するかを考えるように促す。
・正しい行動であっても、感情的な表現は受け取った側に理解のズレや誤解を生むことがあること等アオイの言い方に意見が出た場合は、受けとめながらも、差別動画で深く傷付く人がいるという本質に着目できるようにする。

・活発に交流できるようにこれまでの意見を整理したり、先にペアやグループで話し合うなど、クラスの実態に合わせ支援する。

	●ふりかえる。（10分）
	[bookmark: _Hlk192691280]（発問）みんなの意見を聞いて、感じたことを書きましょう。
　　　※書いた感想を学級全体で共有する。

（説明のポイント）
インターネット上の偏見や差別をなくすための行動について、意見も活かして考えられるようにするとともに、社会の法整備等の動きについても確認する。
　　　例　・安易な書き込みをしない（その書き込みで傷付く人はいない？）
　　　　　　・偏見や差別を見抜く力を養う（その情報は正しい？）
　　　　　　・差別的な投稿に出会った時の行動（通報や削除依頼、相談ができる）
（説明）最後に、大阪府の条例、法などネット上の人権侵害を許さないという社会の動きについても知ってほしいと思います。また、実際にネットやSNS上の動画などについて、周りにいる人以外に相談ができるところを紹介します。何か困ったことがあった際に、相談することもできるので、覚えておいてください。（以下の参考資料１や参考資料６などの相談窓口例を紹介する）
	・出てきた意見から、ネットやSNS上の情報の扱いについて気をつけることなどポイントになることを確認する。（もとになった情報が正しいかを確認する、人を傷つけたり差別したりするような動画は拡散しない、人権侵害を受けた場合、相談、削除依頼、通報など、できる行動がある　等）





[image: ]≪参考資料≫
1． 大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口　ネットハーモニー【大阪府】
https://net-harmony.pref.osaka.lg.jp/
[image: ]
2． インターネットの危険から子供を守る【内閣府】
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/cu_internet_kodomo/index.html
[image: ]
３．インターネットトラブル事例集【総務省】
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/
[image: ]
４．「インターネット上の人権侵害」に関する参考資料【文部科学省】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/1322252.htm
[image: ]
５．インターネット上の誹謗中傷への対策【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html

[image: ]６．インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内【法務省】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000862037.pdf


発展編　～こんな社会の動きから更に学ぶこともできます～
・ネット上の人権侵害について
ネット上の人権侵害について、被差別部落の動画が公開されたことに対して、裁判を起こして訴えている人がいます。プライバシー侵害だとして、当該の動画に対して削除命令が出されました。また、訴えた人の「差別されない権利」を認める判決が令和５年12月に最高裁判所から出されました。（以下のURLは一例です。）
（参考）朝日新聞HP「被差別部落の地名公表、出版禁止など求めた原告側の勝訴確定　最高裁」
　　　　　　https://www.asahi.com/articles/ASSD60H68SD6UTIL009M.html?msockid=1563adc5df1365aa17d7be0ddea4649f
　　　　　　産経新聞HP「被差別部落掲載の違法確定　最高裁、出版社側敗訴」
　　　　　　https://www.sankei.com/article/20241206-3E3EZUUBGNNXVMEKKXFD4CTFAE/

・「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」について
　　インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして令和４年４月１日に施行されました。その後、削除要請等の根拠を明確にするために、以下の内容について、令和５年10月に改正されました。（令和５年10月30日施行。一部は、令和６年４月１日施行。）
　（主な条例改正の内容）
　○　「不当な差別的言動」を人種等の共通の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の言動や当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長・誘発すると判断できる言動と定義。
　○　被害者が削除要請を行っても削除されず、不当な差別的言動があることが明らかであるなど必要と認めるときは、府は、プロバイダ事業者等への削除要請等を行うことができる。
　○　不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散したものに対し、府から情報の削除に向けた説示・助言を行うことができる。
（参考）大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例【大阪府】
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070030/jinken/internet/jourei.html

・「情報流通プラットフォーム対処法」について
　　インターネット上の誹謗中傷や著作権侵害などの権利侵害情報が流通した場合に、プロバイダやサイト管理者の損害賠償責任を一定の条件で制限し、適切な削除を促すことなどを目的として、「プロバイダ責任制限法」が制定されました。SNSや動画共有サイトなど大規模なプラットフォームで誹謗中傷・偽情報が深刻化したことや被害者救済が遅れる等の問題があったことから、「情報流通プラットフォーム対処法」と改称し令和７年４月に施行されました。
　（主な内容）
　○権利侵害への対応を強化。（大規模プラットフォーム事業者は、被害者からの削除要請に対し、原則７日以内に対応を判断し、結果を通知）
　○大規模プラットフォーム事業者の削除申出窓口の設置・公表を義務化。
（参考）インターネット上の違法・有害情報に対する対応（情報流通プラットフォーム対処法）【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html
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